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前 期 

6 
15 

校区青少年健全育成会総会 
授業参観・親子下校 

20 プール開き 

7 

6 小学校陸上大会 

19 夏休みを迎える会 

22 個人懇談会（～２３日） 

24 サマーチャレンジ（～２５日） 

 

3 小学校水泳大会 

8 全校出校日 

22 サマーチャレンジ 

9 

4 学校開放・夏休み作品展（～１３
日） 

12 ５年野外教育活動（～１３日）  

17 ふれあい集会 

10 
9 ６年修学旅行（～１０日） 

11 前期終業式 

後 期 

10 

15 後期始業式 

17 実りの集会 

22 就学時健康診断 

24 親子観劇会 

26 小学校球技大会（～２７日） 

11 
3 八町まつり（善意の品即売会）  

23 学芸会 

12 

8 小学校駅伝大会 

16 個人懇談会（～１９日） 

18 校内マラソン大会  

20 冬休みを迎える会 

1 23 
ＰＴＡ臨時総会 
授業参観・引き取り訓練  

2 
5 新 1 年入覚説明会 

17 善行表彰式 
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  令和４年度八町小学校の教育活動を振り返って（学校評価） 
【自己評価と学校関係者評価】 

校長の学校経営方針を受け，本年度の重点努力目標を４つの視点に分け，手だ

てを明確にして教育活動に取り組みました。11月に行った学校評価に向けた児童，

保護者，教職員アンケートの結果に基づき，自己評価を実施し，教育活動の改善

を図ってきました。 
 ２月には，学校が提示した自己評価の結果について適切かどうかを学校評議員
の皆様に評価（学校関係者評価）していただきました。 
三者の評価点を参考に課題や令和５年度に向けて改善策を考えます。今後とも

ご支援，ご協力をよろしくお願いします。 

１ 体験を重視した主体的・対話的で深い学びの充実を図る。 

評価項目 重点努力目標           自己評価 
関係者 

評価 

基礎学力の向上 
・「読み，書き，計算」を中心に，子どもが自ら進んで学習 

に取り組めるように支援し，基礎基本の定着を図る。 
A 

A A 
主体的・対話的で

深い学びの充実 

・子どもの生活経験や実態を捉え，興味・関心に基づいた 

楽しく，わかりやすい授業づくりに取り組む。 
A 

英語教育 
国際理解教育 

・これまでの教育実践の蓄積を生かし，授業，交流活動な
どの効果的な改善を図る。 

B 

２ 学級経営を基盤とし，自己肯定感・社会的スキルの向上をめざす。 

評価項目 重点努力目標           自己評価 
関係者 

評価 

温かな学級集団 

づくり 

・自己肯定感・社会的スキルの向上をめざし，いじめのな 

い温かい学級づくりに取り組む。 
A 

A B 道徳教育の推進 ・道徳教育の充実と教師の指導技術の向上に努める。 B 

異年齢集団活動の

活性化 

・たてわり活動の精選と充実をし，達成感を味わうことの 

 できる工夫をする。 
A 

３  安全・安心な学校体制の整備と，教職員一人一人の危機管理や安全意識の高揚を図る。 

評価項目 重点努力目標           自己評価 
関係者 

評価 

運動習慣・体力 

づくり 

・年間を通して，体を動かし鍛える機会を教育課程に位置 

づけ，計画的に運用する。 
A 

A B 
子どもの安全意識

の高揚 

・子どもの安全意識の高揚を図り，事故やけがの防止に努 

める。 
A 

より健やかで安全

な生活習慣の確立 

・「あしたもははは」や学級活動などの取り組みを通して， 

 健康に留意した，規則正しい生活習慣の育成を図る。 
B 

４ 「学び続ける教師」をめざし，日々研修に努め，教師力向上を図る。 

評価項目 重点努力目標           自己評価 
関係者 

評価 

教師の力量向上 
・教職員研修の充実に努め，個々の力量・資質の向上を図
る。 

A 

A A 子どもの思いを大切 

にする教職員集団 

・子ども一人一人に寄り添い，考えや思いを大切にする教 

育活動を推進する。 
A 

 ○八町小自己評価の基準 A：十分に達成    B：概ね達成     

学校関係者評価の基準 C：あまり達成されていない    D：ほとんど達成されていな  

【学校評議員（学校関係者評価委員）の皆様より（一部抜粋）】 

・基礎学力の向上については、児童・保護者・教職員の三者とも向上しているとの評価を得ていることは素晴らしい。 

・体験活動が多く実施されていることは、大変素晴らしいことと思う。児童もこのように多くの体験ができ、喜んでいる。 

・通常の学級の児童がどれだけ英語に触れているのか、保護者への発信する努力が求められているように思う。 

・いじめと道徳は密接な関係があると思われる。いじめの起きにくい集団づくりを心掛けていることがわかる。 

・100%の児童が「学校が楽しい」となるよう、不満を一人でも抱いている児童の対応をお願いしたい。 

・道徳教育は、他人を思いやる心、善悪の判断等、人格を作るうえで大切である。家庭の生活環境も大切である。 

・たてわり活動は異学年で触れ合う、社会に出る練習と思う。これからも充実していただきたい。 

・体を動かす機会をもっと増やしてほしい。水泳やクラブ活動の回数が少ない。 

・いじめ、安全など命にかかわることは１００％を常に目ざしたい。 

・規則正しい生活について、児童、保護者の評価が低い。高学年になるほど、早寝早起きができなくなっている。 

・２割を超える児童が相談できる先生がいないと回答している。他に相談できるところがあればよいと思う。 

 

  

 

 

心に咲かせよう 

四つの心の花 

 

 


